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１【提出理由】

　特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

　なお、本臨時報告書は、当該特定子会社の異動年月日であります2021年７月30日以降に遅滞なく提出するべきで

したが、本日まで未提出となっておりましたので今般提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

① 名称　　　　 ： 株式会社京都きもの学院

② 住所　　　　 ： 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目20番12号

③ 代表者の氏名 ： 代表取締役　河端　義彦

④ 資本金　　　 ： 10百万円

⑤ 事業の内容　 ： きもの着方教室の運営

                  和装小物、きもの、帯等の販売

 
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権

　に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 ： 20,000個

異動後 ： 20,000個

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ： 100.0％

異動後 ： 100.0％

 

（３）当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

当社は、2021年７月30日を効力発生日として、資本金の額の減少を行いました。この結果、株式会社京都き

もの学院の資本金が当社の資本金の額の100分の10以上となり、当社の特定子会社に該当することとなりまし

た。

② 異動の年月日

2021年７月30日
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